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公布された法令のあらまし 

 

◎議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（条例第23号） 

 本県の厳しい財政状況等に鑑み、議会の議員の議員報酬について、引き続き減額するため所要の整備を行う。 
 

条 例 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月24日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県条例第23号 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第55号）の一部を次のように改正

する。 

附則第15項中「令和８年３月31日」を「令和９年４月29日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年３月24日 火曜日  第２号外 


